








10.8.3 環境保全のための措置 

(１)工事の完了後 

工事の完了後における景観への影響を最小限にとどめるため、以下に示す環境保全措置を講

じることにします。 

【予測に反映した措置】 

・平面構造の車道の両側に可能な限り植樹帯を設け（中央帯に植栽がある区間については、

車道の両側に植樹帯を設けない区間が一部あります。）、周辺の緑との連続性の確保に努め

ます。 

・可能な限り既存街路樹の保全を行います。 

・電線類の地中化を図り、快適な道路空間の確保に努めます。 
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10.8.4 評価 

(１)環境影響の程度 

評価の指標は、「公共事業景観形成指針(公共事業の景観づくり指針)」に定められた道路・鉄

道・モノレールに係る景観づくり指針に基づき、「景観の連続性に配慮しながら、快適性や個性

(地域の特性)の創出に工夫すること」としました。 

予測・評価項目、 
予測事項

環境影響の程度 

トンネル等区間 

【Ａ案】既定都市計画案 【Ｂ案】南側変更案

景
観

【工事の完了後】
計画道路の存在
による主要な景
観の構成要素の
改変の程度及び
その改変による
地域景観の特性
の変化の程度 

－  －

事業の実施に伴い、トンネル坑口及びトンネル取付部が新たに出現し、現況の往復
２車線道路が４車線道路となりますが、主要な景観構成要素である「多摩弾薬庫跡の
樹林」及び地域景観を構成する樹林は改変されません。 
なお、平面構造の車道の両側に植樹帯を設け、周辺の緑との連続性を確保します。
また、周辺景観に配慮し、電線類の地中化を進めます。 
以上のことから、主要な景観の構成要素の改変の程度及び地域景観の特性の変化の

程度は小さいと予測します。 

【工事の完了後】
計画道路の存在
による代表的な
眺望地点からの
眺望の変化の程
度 

－  －

事業の実施に伴い、往復４車線の計画道路が出現するとともに中央部にトンネルの
坑口が現れ、眺望に変化が生じます。 
既存の街路樹を可能な限り保全するとともに、計画道路の車道の両側に植樹帯を設

けることで連続した緑が出現します。 
また、周辺景観に配慮し、電線類の地中化を進めます。 
以上のことから、周辺景観との調和が図られ、眺望の変化の程度は小さいと予測し

ます。 

 以上のことから、評価の指標とした「公共事業景観形成指針(公共事業の景観づく
り指針)」に基づく「景観の連続性に配慮しながら、快適性や個性(地域の特性)の創
出に工夫すること。」を満足します。 

予測・評価項目、 
予測事項

環境影響の程度 

標準区間 

景
観

【工事の完了後】
計画道路の存在
による主要な景
観の構成要素の
改変の程度及び
その改変による
地域景観の特性
の変化の程度 

事業の実施に伴い、現況の往復２車線道路が４車線道路となりますが、主要な景観
構成要素である「向陽台地区の建物・まちなみ」及び地域景観を構成する樹林は改変
されません。 
なお、平面構造の車道の両側に植樹帯を設け、周辺の緑との連続性を確保します。

ただし、中央帯に植栽がある区間については、一部植樹帯を設けない区間があります。
また、周辺景観に配慮し、電線類の地中化を進めます。 
以上のことから、主要な景観の構成要素の改変の程度及び地域景観の特性の変化の

程度は小さいと予測します。 

【工事の完了後】
計画道路の存在
による代表的な
眺望地点からの
眺望の変化の程
度 

事業の実施に伴い、往復４車線の計画道路が出現し、眺望に変化が生じます。 
既存の街路樹を可能な限り保全するとともに、計画道路の車道の両側に植樹帯を設

けることで連続した緑が出現します。 
以上のことから、周辺景観との調和が図られ、眺望の変化の程度は小さいと予測し

ます。 

 以上のことから、評価の指標とした「公共事業景観形成指針(公共事業の景観づく
り指針)」に基づく「景観の連続性に配慮しながら、快適性や個性(地域の特性)の創
出に工夫すること。」を満足します。 
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(２)環境配慮目標の達成の程度 

景観における環境配慮目標は、「地域の特性に応じた景観形成への配慮」としました。環境配

慮目標の達成の程度を次に示します。 

予測・評価項目、 
環境配慮目標

環境配慮目標の達成の程度

トンネル等区間

【Ａ案】既定都市計画案 【Ｂ案】南側変更案

景
観

地域の特性に応
じた景観形成へ
の配慮 

－  －

既存の街路樹を可能な限り保全するとともに、平面構造の車道の両側に植樹帯を設
け、周辺の緑との連続性を確保するとともに、周辺景観に配慮し、電線類の地中化を
進めます。 

予測・評価項目、 
環境配慮目標

環境配慮目標の達成の程度

標準区間

景
観

地域の特性に応
じた景観形成へ
の配慮 

既存の街路樹を可能な限り保全するとともに、平面構造の車道の両側に植樹帯を設
け（中央帯に植栽がある区間については、車道の両側に植樹帯を設けない区間が一部
あります。）、周辺の緑との連続性を確保するとともに、周辺景観に配慮し、電線類
の地中化を進めます。 
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